活動支援金制度について

平成14年度10月1日より、東北芸術工科大学校友会活動支援金制度への応募がスタートしました。この制度は、大学を卒業した後も創作や研究意欲を持ち続け、今もなお制作および発表活動に熱心に励んでいる人たちを、同じ卒業生として応援するという制度です。

応募後、採択された活動については、随時校友会HP等で会員のみなさまにお知らせします。

より多くの方々にこの制度を活用していただきたいと思っています。みなさまからのご応募お待ちしております。

本年度は次のような内容でこの制度を運用していきます。

1　概要

校友会では、会員の創作活動を推進する目的で、会員が個人や団体により芸術文化活動を広く社会に向けて行う場合、支援金を支給し、活動を支援します。

2　資格　

会員であること（但し、会費未納者は該当せず）

１）個人

２）団体

3　対象となる活動

会員である個人又は団体が行う、以下に該当する広く社会一般を対象とした芸術文化活動。

１）企画展覧会、自主制作映像上映会、学会発表など、会員による創作作品の発表

２）その他会長が認める活動

4　採択条件

当該年度に1度のみの採択とし、2年連続又は数年連続の場合は、申請はかまわないが、審査（条件をみたしているかどうかの審査であって企画内容の審査ではない）・採択する際に、初めての団体・個人を優先する。

5　対象となる経費

１）会場使用料、学会参加費　　

２）DM、ポスター、パンフレット等のPR用印刷費及び発送費

３）作品運搬費

6　支援金の額

対象となる経費の25％、但し上限を5万円とする。

算出方法（例）

・個人で、経費15万かかった場合　15万×25％=37,500円　　支援金額は37,500円

・個人で、経費25万かかった場合　25万×25％=62,500円　　支援金額は50,000円

・団体で、経費30万、構成員16名中10名が会員（会費納入者）である場合

30万×25％×10名÷16名＝46,875円　　　　　　支援金額は46,875円

7　手続き

校友会事務局に手続きに必要な書類を申請する。

1）本年度申請期間　　平成23年4月1日〜平成24年3月31日

2）提出書類

a)活動助成金交付申請書

b)活動報告書（名簿と、活動の内容がわかる書類を添付）

c)収支報告書（領収書添付）

　

8　注意事項

1）その年度内（今年度：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の活動に限る。

様式第１号

平成　　年　　月　　日

東北芸術工科大学

　　校友会会長　殿

（代表者）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成21年度東北芸術工科大学校友会

活動支援金交付申請書

標記について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

（1） 活動報告書（様式第２号）

（2） 活動参加者名簿（様式第３号）

（3） 収支報告書（様式第４号）※領収書添付

（東北芸術工科大学校友会）

様式第２号

活動報告書

	活動事業名


	

	日時


	

	場所


	

	活動内容
	


（東北芸術工科大学校友会）

様式第３号

活動参加者名簿

※本制度申請対象者（校友会会員）のみ記入してください。校友会費未納の方は対象外です。

	（よみがな）

氏名


	住所
	電話番号
	卒業学科・コース

卒業年度
	勤務先

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（東北芸術工科大学校友会）

様式第４号

収支報告書

収入

	科目
	内訳
	計

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合計
	
	


支出

	科目
	内訳
	計

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合計
	
	


· 活動支援金制度の対象となる経費は、「会場使用料」「学会参加費」「PR用印刷費および発送費」「作品運搬費」

· 支援金の額は、対象となる経費の25％。但し上限5万円。

· 必ず領収証を添付してください（コピー不可）。
（東北芸術工科大学校友会）

付帯資料
経費の種類

	科目
	内容
	備考

	消耗品費
	耐用年数1年未満または価額が一定額未満の資産購入支出をいう。
	什器、消耗工具器具備品、お茶、写真、生花、洗剤、罫紙、便箋封筒、諸証明書用紙、OA関連消耗品、その他印刷関係消耗品など

	旅費交通費
	目的地へ到達するための各種交通費および宿泊費をいう。
	電車、バス、タクシー代、有料道路通行料、一時的駐車場料金等

	通信運搬費
	通信のために要する郵便料および物品の運搬費をいう。
	切手、ハガキ代、運搬費、運送費等

	印刷製本費
	印刷、製本に要する経費支出をいう。
	DM・チラシ等の印刷費、複写機使用料、図書・資料等の製本費等

	損害保険料
	損害保険契約に基づく保険料をいう。
	動産総合保険、施設賠償保険等

	賃借料
	賃貸借契約に基づく賃借代金をいう。
	会場使用料、機器備品賃借料等

	会議費
	会議および接待に要する費用をいう。
	会議・懇談会時の飲食費等

	報酬手数料
	原稿料、筆耕料、講演料その他の手数料・報酬をいう。
	原稿料、筆耕料、講演料、モデル料、調査手数料、速記料、翻訳料等

	広報費
	卒業生・在学生に対する告知、募集広告、その他の広報費をいう。
	告知広告費、募集広告費等

	その他
	上記の科目に属さない経費を記入。
	


